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令和４年度第１回富良野市中小企業振興促進審議会議事録（要点筆記） 

 

日  時）令和５年３月２０日（月）午後１時３０分～午後３時００分 

場  所）コンシェルジュフラノ２階大ホール 

出席委員）軽米達也、大玉英史、佐藤健治、杉谷久己、吉田幸生、奈良定雄、山本智久、沖田太一 

事 務 局）北市長、川上部長、本田課長、上堀主幹、増田、浦 

 

1. 開会（上堀主幹） 

・ 本日は、審議委員 11人中 8人の出席をいただいている。富良野市中小企業振興条例施行規則

第 17条の規定に基づき、会議が成立していることを報告する。 

 

2. 辞令交付（推薦団体の役員改選に伴う） 

・軽米委員、佐藤委員、山本委員に対し市長より辞令が交付される。 

 

3. 市長挨拶 

 

4．会長選出 

  ・出席委員より事務局腹案でとの意見があり、事務局より軽米委員を会長に提案する。 

  ・出席委員に諮り、承認される。 

 

5．会長挨拶（軽米会長） 

 

6．議  事  

【議案第 1 号 富良野市中小企業振興条例に基づく富良野市中小企業振興総合補助金交付要領の

改正について】 

（事務局より説明、以下質疑要点のみ記載） 

 

１．中小企業振興総合補助金における中古品の取扱い 

（吉田委員） 

・国の事業再構築補助金でも中古品・中古機械を購入可能としている。良いのでは。 

（佐藤委員） 

・良いと思うが、価格設定が難しい。価格査定できるなにか方法があればよいが。 

（奈良委員） 

・年式や製造年月日を基に査定すればクリアできるのでは。 

（沖田委員） 

・耐用年数を目安にすることも考えられるのでは。 

（吉田委員） 

・市内業者を使うとすると、中古品の導入は難しくなるか。 

（事務局） 

・購入先は市内業者に限ってはいない。 
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（沖田委員） 

・これまで中古品購入の希望はあったのか。 

 ・すぐ壊れた場合の補助金の扱いはどうなるのか。 

（事務局） 

・希望はある。 

（奈良委員） 

 ・中古品の性質上、購入後の不具合等については予測できない面はある。 

（杉谷委員） 

・中古品を補助対象とするにあたっては、ある程度厳格に基準を設けるべきでは。 

（軽米会長） 

・趣旨は良いと思う。やってみないとわからない部分もあるだろう。運用していく中で精査され

たい。 

 

２．中小企業振興総合補助金における支店登記の取扱い 

（山本委員） 

・企業誘致にもつながることなので、良いのでは。 

（軽米会長） 

・個人事業者は対象になるか。 

（奈良委員） 

・支店という面から見れば、個人は対象外となるのはやむを得ないのでは。 

（杉谷委員） 

・企業だけだと活用頻度が少なくなる。個人も使えればよい。 

（事務局） 

・市の制度融資は支店登記を対象にしているが、補助金の場合は一部のみにとどまっている。市

の経済に寄与するものとして補助対象を拡大できればというところ。 

 

３．新規開業・新事業展開支援事業における正規雇用の取扱いについて 

（大玉委員） 

・雇用要件確認後の補助金支払いではなく、当年度の支払だと企業支援になりやすいのでは。 

（事務局） 

 ・意見として承る。今後の検討事項としたい。 

（大玉委員） 

・この補助金はある程度大きな企業向けなので、個人事業者の後押しになる制度も検討を。 

 

４．新規出店家賃補助事業の申請の特例について 

（軽米会長） 

・新規開業新事業展開支援事業では、補助金の可否が雇用開始から 1年後でないとわからないた

め、事業者の救済措置としての趣旨は理解する。 
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答申について 

（軽米会長） 

 ・他にご意見が無いようであれば、今回の要領改正について、この案のとおり答申することでよ

ろしいか。 

（委員全員了承） 

（軽米会長） 

 ・それでは本審議会の審議を経て、改正案のとおり答申することとする。 

 

7．その他 

  ・事務局から提案はなし。 

  ・出席委員より意見あり。 

（沖田委員） 

・個人事業者が新規開業にあたって利用しやすい制度の検討を。 

・雇用要件については、パートでよいという労働者が多いのも現状。 

・開業時に労働者を集めるための支援策も必要では。 

（山本委員） 

   ・正規雇用できる企業が少ない。パートでも補助対象となる制度を。 

   ・開業時にもらえる補助制度があればよい。 

 （杉谷委員） 

   ・商工観光課の店舗新築改修補助と、都市建築課の住宅リフォーム補助は、併用は可か。 

   ・住宅リフォーム補助の枠が少ない。増加を望む。 

 （事務局） 

   ・併用はできない。 

   ・店舗新築改修補助は額が大きい（最大 50 万円）ので、事業者の皆さんには使っていた

だいている。 

 

8．閉 会（午後 3時 00分終了） 

（軽米会長） 

 ・本審議会については、これで閉会とします。 

 


